
 

 

総 税 企 第 36 号 

平成 23 年３月 28 日 

 

 各都道府県知事 殿 

 

                        総務省自治税務局長    

                          （ 公 印 省 略 ）   

 

平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税の減免措置等 

の取扱いについて 

 

 平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税の減免措置等につ

きましては、「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税、使用

料、手数料等の減免措置等について」（平成 23 年３月 14 日総財財第 22 号、総税企

第 32 号）により通知したところですが、下記の点に留意し、適切に行っていただく

ようお願いします。 

また、貴都道府県内の市（区）町村に対しても、この旨を連絡願います。 

 

記 

 

 平成 23 年東北地方太平洋沖地震に伴う地方税の取扱いについては、現在、法律に

よる対応を検討しているところですが、当面、各地方団体におかれましては、下記

事項を参考のうえ、対応していただくようお願いします。 

 

第１ 共通事項 

Ⅰ．地方税における期限の延長について 

地方税における申告、納付等の期限については、地方税法（昭和 25 年法律第

226 号）第 20 条の５の２の規定に基づき条例の定めるところにより延長するこ

とができることとされていますが、延長する場合にあっては、当面は、少なく

とも５月末まで延長することが適当であると考えられます。その際、被害状況

等に応じて、地方団体の長の判断により、都道府県・市町村の一部の地域のみ

を対象とすることや、地域ごとに異なる期限を定めることも可能です。 

   国税に関する申告期限等の延長については、平成 23 年３月 15 日付国税庁告

示第８号により示されているところであり、その期限となる期日については別

途国税庁告示により定めることとされています。納税者の混乱を避けるため、

少なくとも、個人住民税及び個人事業税については所得税における期限、法人

事業税については法人税における期限までは延長することが必要と考えます。 

今後、国税について期限となる期日が告示された場合は、別途、通知します。 

   その他各税目の取扱いについては、「第２ 個別税目の取扱い」を参照してく

ださい。 
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Ⅱ．地方税における減免の手続について 

個人住民税等、賦課課税の税目に係る減免については、納税義務者に納税通

知書の交付を行った後、納税義務者の申請に基づき、個別に減免を決定するこ

とが一般的ですが、例えば、次のような柔軟な手続により減免を行うなど、被

災地域の納税義務者の状況等に十分配慮した対応も考えられます。 

ⅰ 納税義務者に対し、納期限の 10 日前までに納税通知書の交付を行うこと

とされていますが、地方税法の規定に基づき納期限の延長を行うことにより、

地方団体の実情に応じ、納税通知書の交付を延期すること。 

ⅱ ⅰにより納税通知書の交付を延期している間に、被災した納税義務者から

減免の申請を幅広く受け付けるほか、災害により納税義務者が死亡した場合

など各地方団体の条例等に基づき減免事由に該当していると考えられる場合

には納税義務者の家族等に減免の意思を確認することをもって減免の申請が

あったものとみなすこと。 

ⅲ その後、納税通知書を交付することとなった際には、減免前の税額とⅱに

よる減免の申請に基づく減免後の税額を同時に通知すること。 

 

Ⅲ．減免を行った場合の財政措置について 

１．歳入欠かん債の充当について 

平成 23 年東北地方太平洋沖地震による災害については、平成二十三年東北地

方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置

の指定に関する政令（平成 23 年政令第 18 号）により、激甚災害に対処するた

めの特別の財政援助に関する法律（昭和 37 年法律第 150 号）第２条第１項の

激甚災害として指定されたところです。それに伴う災害対策基本法施行令（昭

和 37 年政令第 288 号）の一部改正により、当該災害に際し災害救助法（昭和

22 年法律第 118 号）が適用された市町村及び当該市町村を包括する都道府県が

自らの判断に基づき地方税の減免措置を行う場合については、災害対策基本法

（昭和 36 年法律第 223 号）第 102 条第１項第１号の規定により、今年度の減

収額について、歳入欠かん債の発行が可能となっております。 

なお、平成 23 年度の減収額についても、同様の取扱いを行うことを検討して

います。 

歳入欠かん債の発行対象となる税目については、平成 23 年３月 16 日付で災

害対策基本法第 102 条第１項の徴収金等の範囲を定める省令（昭和 37 年自治省

令第 23 号）が改正され、普通税に加え、事業所税及び都市計画税が追加されま

した。各地方団体におかれては、この点を踏まえ適切な運用を図るようお願い

します。 

２．歳入欠かん債発行団体以外の団体に対する措置 

上記１の歳入欠かん債の発行が可能とされる団体以外の団体において、平成

23 年東北地方太平洋沖地震による被災者等に対し減免措置を行った場合につ

いては、それに伴う減収の状況を踏まえ、所要の財政上の措置を行うことを検

討しています。 
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Ⅳ．課税台帳・データの滅失・破損に係る対応 

 平成 23 年東北地方太平洋沖地震により、課税に必要な台帳・データを滅失・

破損した団体もあると考えられますが、今後当該団体において課税に必要なデ

ータを回復するにあたり国として取り得る支援策について、関係機関等と検討

しているところです。 

 

Ⅴ．被災者に対する減免措置等についての周知 

  平成 23 年東北地方太平洋沖地震に伴い期限の延長を行う場合には、各種の広

報手段を活用して周知するとともに、被災者に対し減免措置等を講じる場合に

ついても、その方針について周知するようお願いします。 

 

第２ 個別税目の取扱い 

Ⅰ．道府県税関係 

１．法人住民税 

（ア）法人の道府県民税の減免については、「災害被害者に対する地方税の

減免措置等について」（平成 12 年４月１日自治税企第 12 号）において

は、取扱い例として「減免をしないこととし、徴収の猶予の措置による

ものとする。」とされていますが、地方税法第 61 条の規定に基づき条例

の定めるところにより減免できるものであり、法人の状況等に応じて適

切に対応してください。 

（イ）上記（ア）の措置により生じる減収に対する財政措置については、「第

１ 共通事項 Ⅲ １」を参照してください。 

 

２．法人事業税 

（ア）地方税法第 20 条の５の２の規定に基づき、法人の事業税における期限

の延長期日を定めるにあたっては、納税者の混乱を避けるため、少なく

とも、法人税における期限までは延長することが必要と考えます。 

当該期限後の取扱いについては、被害状況等に応じて、地方団体の長

の判断により、法人税における取扱いと異なる対応を行うことも可能で

す。 

また、都道府県の一部の地域のみを対象とすることや、地域ごとに異

なる期限を定めることも可能です。 

（イ）上記（ア）の期限の延長とは別に、地方税法第 72 条の 25 第２項又は

第４項（同法第 72 条の 28 において準用する場合を含む）の規定により

法人が期限の延長について申請を行い、事務所又は事業所所在地の都道

府県知事（二以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を

行う法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事）

の承認を受けた場合は、その指定した日を期限とすることができます。 

（ウ）なお、上記（イ）の承認の申請については、国税において、申告等と

併せて期限延長申請書を提出できる取扱いに準じ、今般の震災による影
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響により申請書を提出できない場合は、申告と併せて申請書を提出でき

るものとすることが適切です。 

（エ）法人の事業税の減免については、「災害被害者に対する地方税の減免

措置等について」（平成 12 年４月１日自治税企第 12 号）においては、

取扱い例として「減免をしないこととし、徴収の猶予の措置によるもの

とする。」とされていますが、地方税法第 72 条の 49 の４の規定に基づ

き条例の定めるところにより減免できるものであり、法人の状況等に応

じて適切に対応してください。 

（オ）上記（エ）の措置により生じる減収に対する財政措置については、「第

１ 共通事項 Ⅲ １」を参照してください。 

 

３．個人事業税 

（ア）地方税法第 20 条の５の２の規定に基づき、個人の事業税における期限

の延長期日を定めるにあたっては、納税者の混乱を避けるため、少なく

とも、所得税における期限までは延長することが必要と考えます。 

当該期限後の取扱いについては、被害状況等に応じて、地方団体の長

の判断により、所得税における取扱いと異なる対応を行うことも可能で

す。 

また、都道府県の一部の地域のみを対象とすることや、地域ごとに異

なる期限を定めることも可能です。 

（イ）個人の事業税の減免については、地方税法第 72 条の 62 の規定に基づき

条例の定めるところにより行うことができるものです。 

この場合、納税義務者に納税通知書の交付を行った後、納税義務者の申

請に基づき、個別に減免を決定することが一般的ですが、例えば、「第１ 

共通事項 Ⅱ」の柔軟な手続により減免を行うなど、被災地域の納税義務

者の状況等に十分配慮した対応も考えられます。その際、個人の事業税の

税額の通知は、納税義務者に対し、納期限の 10 日前までに納税通知書の

交付を行うこととされていますが、納期限の延長を行うことにより、納税

通知書の交付を延期することが可能です。 

（ウ）上記（ア）及び（イ）の措置により生じる減収に対する財政措置につ

いては、「第１ 共通事項 Ⅲ １」を参照してください。 

 

４．軽油引取税 

（ア）軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は

一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると

認められる場合又は徴収した軽油引取税額を失ったことについて天災そ

の他避けることのできない理由があるものと認められる場合においては、

地方税法第 144 条の 30 の規定に基づき、軽油引取税の徴収不能額等の還

付又は納入義務の免除を行うことができます。 
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（イ）天災その他特別の事情がある場合において軽油引取税の減免を必要と

すると認められる納税者に限り、地方税法第144条の42の規定に基づき、

条例で定めるところにより、軽油引取税を減免することができます。 

（ウ）上記（ア）及び（イ）の措置により生じる減収に対する財政措置につ

いては、「第１ 共通事項 Ⅲ １及び ２」を参照してください（軽油引

取税については平成 21 年度に目的税から普通税になったところです）。 

   

５．自動車税  

（ア）自動車税の課税客体である自動車に関しては、現実に消費の段階にあ

る自動車について課することとされていることから、道路運送車両法（昭

和 26 年法律第 185 号）第４条の規定による登録がなされていても、賦課

期日の４月１日現在で当該自動車が滅失、き損等により永久に道路の運

行の用に供することができない状態となっている場合には、課税客体か

ら除外され、課税されないこととなります。 

なお、平成 23 年東北地方太平洋沖地震により滅失し、又は損壊した自

動車の処理等にかかる法的問題の取扱い等については、関係省庁で検討

が行われており、順次、情報提供してまいります。 

（イ）課税客体となる自動車の賦課期日現在の状況を確実に把握し、適切に

自動車税を課税することが求められることから、地方税法第 20 条の５の

２の規定に基づき納期限の延長を行うなど、適切に対応するようお願い

します。 

  なお、平成 23 年東北地方太平洋沖地震の場合については、その被害状

況等を踏まえ、都道府県の一部の地域のみを対象とすることや、地域ご

とに異なる期限を定めることも可能です。 

（ウ）課税客体である自動車については、地方税法第 162 条の規定に基づき

条例で定めるところにより必要に応じ減免するなど、適切に対応してく

ださい。 

（エ）上記（ウ）の措置により生じる減収に対する財政措置については、「第

１ 共通事項 Ⅲ １」を参照してください。 

 

Ⅱ．市町村税関係 

１．個人住民税 

（１） 個人住民税の申告期限及び納期限（以下「期限」という。）の延長等に

関する留意事項について 

① 総括的事項 

地方税法第 20 条の５の２の規定に基づき、個人住民税における期限の延

長期日を定めるにあたっては、納税者の混乱を避けるため、少なくとも、

所得税における期限までは延長することが必要と考えます。 

当該期限後の取扱いについては、被害状況等に応じて、地方団体の長の

判断により、所得税における取扱いと異なる対応を行うことも可能です。 

また、市町村の一部の地域のみを対象とすることや、地域ごとに異なる

5



 

期限を定めることも可能です。 

② 給与からの特別徴収に関する留意事項 

（ア）個人住民税の給与からの特別徴収の納期限の延長 

被災した納税義務者に対する平成 22 年度分の個人住民税の給与からの

特別徴収については、速やかに納期限の延長を行うことが適切と考えられ

ます。この場合、特別徴収義務者に対し、当該納期限の延長に係る給与か

らの特別徴収については、当面、実施する必要がない旨を、併せて周知す

ることが適切と考えられます。 

なお、被災した納税義務者に対する平成 23 年度分の個人住民税の給与

からの特別徴収については、納税義務者等への税額の通知により納税義務

が発生することとなるため、地方税法第 321 条の４の規定に基づき、税額

の通知を延期することが適切と考えられます。 

（イ）給与所得を有する納税義務者と特別徴収義務者の所在が異なる場合の取

扱い 

納税義務者である給与所得者は被災地域内の市町村に居住している一

方、当該給与所得者に係る特別徴収義務者は被災地域外の市町村に所在し

ていることも想定されることから、被災地域内の市町村は、被災地域外の

特別徴収義務者に対しても納期限を延長することが適切と考えられます。 

③ 公的年金からの特別徴収に関する留意事項  

個人住民税の公的年金からの特別徴収について、通常、災害など特別徴収

が困難となった場合などにおいて、市町村が特別徴収対象年金所得者ごと個

別に特別徴収を停止するためのデータを作成し、この特別徴収停止通知（地

方税法第 321 条の７の７）を経由機関（社団法人地方税電子化協議会）を通

じて年金保険者に通知する方法（以下「通常時における方法」という。）に

より特別徴収の停止が行われているところです。 

被災地域においては、この通常時における方法により特別徴収を停止する

対応が困難となっている市町村もあると考えられることから、新たに、市町

村単位で特別徴収を一括して停止する方法を取ることができることとしま

す。 

また、あわせて、通常時における方法の特別徴収停止通知は、従来、特定

の期日に行うこととしていましたが、今回、一定の期限までに行えばよいこ

ととし、その期限も延長することとします。具体的な日程については、別途、

通知します。 

ただし、平成 23 年４月に支払われる公的年金からの特別徴収はシステム

上停止できないことから、６月及び８月に支払われる公的年金からの特別徴

収を停止することとなりますが、その際、次の点に留意の上、適切に対応し

てください。 

（ア）特別徴収を一括して停止する方法 

市町村内の特別徴収対象年金所得者の広範な被災状況などを踏まえ、市

町村のすべての特別徴収対象年金所得者について、平成 23 年６月及び８

月に支払われる公的年金からの特別徴収を一括して停止する必要がある
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場合には、その旨を年金保険者に通知することにより、通常時における方

法によることなく、市町村単位で一括して公的年金からの特別徴収を停止

することを可能とします。年金保険者への通知期限及び具体的方法につい

ては、別途、通知します。 

（イ）公的年金からの特別徴収停止後の取扱い 

上記一括して停止する方法又は通常時における方法により、平成 23 年

６月及び８月に支払われる公的年金からの特別徴収が停止された場合、６

月及び８月に特別徴収されないこととなった税額は、普通徴収されること

となりますが、この場合、期限の延長により指定される期日まで納期限が

延長されることとなります。 

また、10 月以降に支払われる公的年金からの特別徴収については、年金

保険者に対し７月 31 日までに特別徴収税額の通知を行わない場合、普通

徴収により徴収することになりますが、この場合も、期限の延長により指

定される期日まで納期限が延長されることとなります。 

なお、減免等により４月の特別徴収税額が年税額を超える場合には、地

方税法第 17 条の例により還付することとなります。この場合、還付は年

金保険者ではなく、特別徴収対象年金所得者に対し行います。 

 

（２） 地方税法第 323 条に基づく個人住民税の減免について 

（ア）個人住民税の減免については、地方税法第 323 条の規定に基づき条例の

定めるところにより行うことができるものです。 

この場合、納税義務者に納税通知書の交付又は特別徴収税額の通知を行

った後、納税義務者の申請に基づき、個別に減免を決定することが一般的

ですが、例えば、「第１ 共通事項 Ⅱ」の柔軟な手続により減免を行う

など、被災地域の納税義務者の状況等に十分配慮した対応も考えられま

す。その際、個人住民税の税額の通知は、徴収方法に応じ、次のとおり対

応することが可能です。 

ⅰ 普通徴収については、納税義務者に対し、納期限の 10 日前までに納

税通知書の交付を行うこととされていますが、納期限の延長を行うこと

により、納税通知書の交付を延期することが可能です。 

ⅱ 給与からの特別徴収については、納税義務者等に対し、５月 31 日ま

でに特別徴収税額の通知を行うこととされていますが、やむを得ない理

由がある場合には、特別徴収税額の通知を延期することが可能です。 

ⅲ 公的年金からの特別徴収については、年金保険者等に対し、法定期限

までに特別徴収税額の通知を行わない場合、普通徴収により徴収するこ

とになります（この場合、ⅰにより税額の通知は延期可能です。）。 

（イ）被災した納税義務者に対する平成 22 年度分の個人住民税の給与からの

特別徴収については、（１）②（ア）により納期限の延長を行った後は、

納税義務者からの申請に基づき平成22年度分の個人住民税の減免を行い、

減免した後の税額を特別徴収義務者等に通知することになると考えられ

ます。 
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（注）なお、平成 22 年度分の普通徴収に係る個人住民税については、通常、

平成 23 年１月までに、公的年金からの特別徴収に係る個人住民税につ

いては、平成 23 年２月までに徴収を終えており、基本的には減免は想

定されません。 

（ウ）上記（ア）及び（イ）の措置により生じる減収に対する財政措置につい

ては、「第１ 共通事項 Ⅲ １」を参照してください。 

 

２．法人住民税 

（ア）法人の市町村民税の減免については、「災害被害者に対する地方税の

減免措置等について」（平成 12 年４月１日自治税企第 12 号）において

は、取扱い例として「減免をしないこととし、徴収の猶予の措置による

ものとする。」とされていますが、地方税法第 323 条の規定に基づき条

例の定めるところにより減免できるものであり、法人の状況等に応じて

適切に対応してください。 

（イ）上記（ア）の措置により生じる減収に対する財政措置については、「第

１ 共通事項 Ⅲ １」を参照してください。 

 

３．固定資産税及び都市計画税 

（ア）地方税法第 20 条の５の２の規定に基づき、固定資産税及び都市計画税

（以下「固定資産税等」という。）における期限の延長期日を定めるに

あたっては、被害状況等に応じて判断することが適切と考えられます。 

その際、市町村の一部の地域のみを対象とすることや、地域ごとに異

なる延長期日を定めることも可能です。 

（イ）地方税法第 367 条及び第 702 条の８に基づく固定資産税等の減免につい

ては、納税義務者に納税通知書の交付を行った後、納税義務者の申請に基

づき、個別に減免を決定することが一般的ですが、例えば、「第１ 共通

事項 Ⅱ」の柔軟な手続により減免を行うなど、被災地域の納税義務者の

状況等に十分配慮した対応も考えられます。その際、納税義務者に対し、

納期限の 10 日前までに納税通知書の交付を行うこととされていますが、

納期限の延長を行うことにより、納税通知書の交付を延期することが可能

です。 

（ウ）上記（イ）の措置により生じる減収に対する財政措置については、「第

１ 共通事項 Ⅲ １」を参照してください。 

（エ）納期限の延長をした場合、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間の終

期は、縦覧を開始した日から 20 日を経過した日又は延長後の 初の納期

限の日のいずれか遅い日以後の日であることに留意してください。 

（オ）平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害が特に甚大な地域におけ

る、平成 23 年度分の固定資産税等の取扱いや平成 24 年度の評価替えの

取扱い等については、現在検討中であり、今後あらためて通知すること

を予定しています。 
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４．軽自動車税  

（ア）軽自動車税の課税客体である軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付

自転車及び小型特殊自動車（以下「軽自動車等」という。）に関しては、

現実に消費の段階にある軽自動車等について課することとされているこ

とから、賦課期日の４月１日現在で当該軽自動車等が滅失、き損等によ

り永久に道路の運行の用に供することができない状態となっている場合

には、課税客体から除外され、課税されないこととなります。 

なお、平成 23 年東北地方太平洋沖地震により滅失し、又は損壊した軽

自動車等の処理等にかかる法的問題の取扱い等については、関係省庁で

検討が行われており、順次、情報提供してまいります。 

（イ）課税客体となる軽自動車等の賦課期日現在の状況を確実に把握し、適

切に軽自動車税を課税することが求められることから、地方税法第 20

条の５の２の規定に基づき納期限の延長を行うなど、適切に対応するよ

うお願いします。 

   なお、平成 23 年東北地方太平洋沖地震の場合については、その被害状

況等を踏まえ、市町村の一部の地域のみを対象とすることや、地域ごと

に異なる期限を定めることも可能です。 

（ウ）課税客体である軽自動車等については、地方税法第 454 条の規定に基

づき条例で定めるところにより必要に応じ減免するなど、適切に対応し

てください。 

（エ）上記（ウ）の措置により生じる減収に対する財政措置については、「第

１ 共通事項 Ⅲ １」を参照してください。 

 

５．事業所税  

（ア）平成 23 年東北地方太平洋沖地震により事業所用家屋が損壊したことに

伴い、当該事業所用家屋において行っていた事業を休止したと認められ

る場合には休止期間に応じ減免するなど、地方税法第 701 条の 57 の規定

に基づき条例で定めるところにより適切に対応してください。 

（イ）上記（ア）の措置により生じる減収に対する財政措置については、「第

１ 共通事項 Ⅲ １」を参照してください。 

 

６．国民健康保険税 

（ア）国民健康保険税の取扱いについては、「平成 23 年東北地方太平洋沖地

震により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険税の取扱い

について」（平成 23 年３月 15 日付け事務連絡）を踏まえ、適切に対応

するようお願いします。 

（イ）平成 23 年６月及び８月に支払われる公的年金からの特別徴収につい

て、個人住民税と同様に（第２ 個別税目の取扱い Ⅱ １（１）③（ア）

参照）、通常時における方法に加え、新たに、個人住民税とあわせて市

町村単位で特別徴収を一括して停止する方法を取ることができることと

します。年金保険者への通知期限及び具体的方法については、個人住民
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税とあわせて、別途、通知します。 

なお、厚生労働省においても、介護保険料、国民健康保険料及び後期

高齢者医療保険料について同様の対応を取ることとしています。 
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担当者連絡先一覧 

 担当 連絡先 

第１ 共通事項 風早理事官、圓増主査 
電話：03-5253-5658 
FAX：03-5253-5659 

第２ 個別税目の取扱い 

 
Ⅰ．道府県税関係 

 
１～３． 法人住民税・法人事

業税・個人事業税 

河野課長補佐、後藤係長 
電話：03-5253-5664 
FAX：03-5253-5666 

４．   軽油引取税 横山課長補佐、大竹係長 
電話：03-5253-5665 
FAX：03-5253-5666 

５．   自動車税 田中課長補佐、小野寺係長 
電話：03-5253-5663 
FAX：03-5253-5666 

Ⅱ．市町村税関係 

 
１．   個人住民税 

羽白課長補佐、和田専門官 
橘係長、野上係長 

電話：03-5253-5669 
FAX：03-5253-5671 

２．   法人住民税 河野課長補佐、後藤係長 
電話：03-5253-5664 
FAX：03-5253-5666 

３．   固定資産税及び 
都市計画税 

水野課長補佐、山中係長 
電話：03-5253-5674 
FAX：03-5253-5676 

４．   軽自動車税 高橋課長補佐、岡本事務官 
電話：03-5253-5670 
FAX：03-5253-5671 

５．   事業所税 高橋課長補佐、岡本事務官 
電話：03-5253-5670 
FAX：03-5253-5671 

６．   国民健康保険税 高橋課長補佐、岡本事務官 
電話：03-5253-5669 
FAX：03-5253-5671 




